
岩手県選挙管理委員会告示第６号 

 公職選挙法（昭和25年法律第100号）第161条第１項第３号に規定する市町村の選挙管理委員会の指定する個人演説会、政党演説

会又は政党等演説会を開催することができる施設について、次のとおり指定し、及び指定を取り消した旨、報告があった。 

  令和元年５月24日 

                                            岩手県選挙管理委員会 

                                          委員長 八木橋 伸 之  

１(１) 市町村名 盛岡市 

 (２) 指定を取り消した施設の名称 中津川地区振興センター 

２(１) 市町村名 遠野市 

 (２) 指定した施設の名称 遠野市松崎町第４区コミュニティ消防センター 

３(１) 市町村名 陸前高田市 

 (２) 指定した施設の名称 高田地区コミュニティセンター 

４(１) 市町村名 大槌町 

 (２) 指定した施設の名称 大槌町文化活動交流施設・多目的ホール 
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